
４０ 

 

議第６号 

 

   高山市都市公園条例の一部を改正する条例について 

 

 高山市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

  平成２５年２月２７日提出 

 

                           高山市長  國 島  芳 明    

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 都市公園法の改正に伴い都市公園の設置基準等を定めるため改正しようとする。 
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高山市都市公園条例の一部を改正する条例 

 高山市都市公園条例（昭和４１年高山市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、都市公園法（昭和３１年

法律第７９号。以下「法」という。）及び法に

基づく命令並びに他の条例に定めるもののほ

か、都市公園の設置及び管理について必要な

事項を定めることを目的とする。 

第１条 この条例は、都市公園の設置及び管理

に関し必要な事項を定め、都市公園の健全な

発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資す

ることを目的とする。 

  

（定義） （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及

び都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９

０号）に定めるところによる。 

第２条 この条例における用語の意義は、都市

公園法（昭和３１年法律第７９号。以下「法」

という。）及び都市公園法施行令（昭和３１年

政令第２９０号。以下「令」という。）に定め

るところによる。 

  

（設置） （設置等） 

第３条 市の設置する都市公園（以下「都市公

園」という。）は、法第２条の２の規定に基づ

き、告示により設置するものとする。 

第３条 市長は、都市公園を設置するときは、

法第２条の２の規定に基づき、告示しなけれ

ばならない。 

 ２ 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都

市公園を廃止するときは、当該都市公園の名

称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必

要と認める事項を明らかにしてその旨を告示

しなければならない。 

  

 （住民１人当たりの都市公園の敷地面積の標

準） 

 第３条の２ 市の都市計画区域内の都市公園の

住民１人当たりの敷地面積の標準は、１０平

方メートル以上とする。 

 ２ 市の市街地内の都市公園の住民１人当たり

の敷地面積の標準は、５平方メートル以上と



４２ 

 

する。 

  

 （都市公園の配置及び規模の基準） 

 第３条の３ 次に掲げる都市公園を設置する場

合においては、それぞれその特質に応じて都

市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避

難等災害の防止に資するよう考慮するほか、

その配置及び規模の標準を次のとおりとす

る。 

 ⑴ 主として街区内に居住する者の利用に供

することを目的とする都市公園は、街区内

に居住する者が容易に利用することができ

るように配置し、その敷地面積は、０．２

５ヘクタールを標準とすること。 

 ⑵ 主として近隣に居住する者の利用に供す

ることを目的とする都市公園は、近隣に居

住する者が容易に利用することができるよ

うに配置し、その敷地面積は、２ヘクター

ルを標準とすること。 

 ⑶ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用

に供することを目的とする都市公園は、徒

歩圏域内に居住する者が容易に利用するこ

とができるように配置し、その敷地面積は、

４ヘクタールを標準とすること。 

 ⑷ 主として市の区域内に居住する者の休

息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利

用に供することを目的とする都市公園、主

として運動の用に供することを目的とする

都市公園及び市の区域を超える広域の利用

に供することを目的とする都市公園で、休

息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利

用に供されるものは、容易に利用すること

ができるように配置し、それぞれその利用

目的に応じて都市公園としての機能を十分
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発揮することができるようにその敷地面積

を定めること。 

 ２ 前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園

を設置する場合においては、それぞれの設置

目的に応じて都市公園としての機能を十分発

揮することができるように配置し、及びその

敷地面積を定めるものとする。 

  

  （公園施設の設置基準） 

 第３条の４ 一の都市公園に公園施設として設

けられる建築物の建築面積の総計は、当該都

市公園の敷地面積の１００分の２を超えては

ならない。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、令第６条第１項

第１号に該当する場合は同号に規定する建築

物に限り、１００分の１０を限度として、同

項第２号に該当する場合は同号に規定する建

築物に限り、１００分の２０を限度として、

それぞれ前項の規定により認められる建築面

積を超えることができる。 

 ３ 前２項の規定にかかわらず、令第６条第１

項第３号に該当する場合は、同号に規定する

建築物に限り、１００分の１０を限度として

前２項の規定により認められる建築面積を超

えることができる。 

 ４ 前３項の規定にかかわらず、令第６条第１

項第４号に該当する場合は、同号に規定する

建築物に限り、１００分の２を限度として前

３項の規定により認められる建築面積を超え

ることができる。 

  

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第３条の２ （略） 第３条の５ （略） 
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（指定管理者が行う管理の基準） （指定管理者が行う管理の基準） 

第３条の３ （略） 第３条の６ （略） 

  

（指定管理者が行う業務の範囲） （指定管理者が行う業務の範囲） 

第３条の４ （略） 第３条の７ （略） 

  

（行為の禁止） （行為の禁止） 

第４条 都市公園を利用する者は、次の各号に

掲げる行為をしてはならない。 

第４条 都市公園を利用する者は、次の各号に

掲げる行為をしてはならない。 

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略） 

⑹ 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り

入れ、又はとめておくこと。 

⑹ 指定された場所以外の場所へ車両を乗り

入れ、又はとめておくこと。 

⑺ （略） ⑺ （略） 

⑻ たき火その他公園施設等に危険をおよぼ

すおそれのある行為をすること。 

⑻ たき火その他公園施設等に危険を及ぼす

おそれのある行為をすること。 

⑼ 他人に迷惑をおよぼす行為をすること。 ⑼ 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。 

⑽ （略） ⑽ （略） 

  

（行為の制限） （行為の制限） 

第５条 都市公園において、次の各号に掲げる

行為をしようとする者は、市長（指定施設に

おける次の各号に掲げる行為にあつては、指

定管理者。第４項ただし書、第１１条及び第

１１条の２を除き以下同じ。）の許可を受けな

ければならない。 

第５条 都市公園において、次の各号に掲げる

行為をしようとする者は、市長（指定施設に

おける次の各号に掲げる行為にあつては、指

定管理者。第４項ただし書、第１１条及び第

１１条の２を除き以下同じ。）の許可を受けな

ければならない。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 興業を行なうこと。 ⑶ 興行を行うこと。 

⑷ 競技会、展示会、博覧会、集会その他こ

れらに類する催しを行なうこと。 

⑷ 競技会、展示会、博覧会、集会その他こ

れらに類する催しを行うこと。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 市長は、第１項各号に掲げる行為が公衆の

都市公園の利用に支障をおよぼさないと認め

る場合に限り、第１項又は前項の許可を与え

ることができる。ただし、指定管理者が許可

４ 市長は、第１項各号に掲げる行為が公衆の

都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める

場合に限り、第１項又は前項の許可を与える

ことができる。ただし、指定管理者が許可を
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を与える場合は、市長の承認を得なければな

らない。 

与える場合は、市長の承認を得なければなら

ない。 

５ （略） ５ （略） 

  

（都市公園の区域の変更及び廃止）  

第１４条の２ 市長は、都市公園の区域を変更

し、又は都市公園を廃止するときは、当該都

市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区

域その他必要と認める事項を明らかにしてそ

の旨を告示しなければならない。 

 

  

（管理の特例） （管理の特例） 

第１５条の２ 第３条の規定により設置された

都市公園のうち中山公園の管理については、

別に条例で定めるところによる。 

第１５条の２ 第３条第１項の規定により設置

された都市公園のうち中山公園の管理につい

ては、別に条例で定めるところによる。 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 


